
新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ（労働者派遣について） 

 

＜派遣労働者に係るテレワークの実施について＞ 

 

【派遣先の皆様へ】 

問１．改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたこと等を踏ま

え、派遣労働者についてもテレワークの実施を行いたいが、労働者派遣法に関して留意す

べきことはありますか。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、テレワークが有効な対策

の１つであり、派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的

なテレワークの活用をお願いいたします（※）。 

 ※ 派遣先での派遣労働者に対する指揮命令は、必ずしも対面で実施しなければならな

いものではありません。業務の内容を踏まえ、テレワークによっても必要な指揮命令

をしながら業務遂行が可能かどうか、個別にご検討ください。 

 

○ 派遣労働者に関しテレワークを実施するためには、就業の場所などについて、労働者

派遣契約の一部変更を行うことが必要になる場合があります。 

 （変更の例） 

  ・ 令和○年○月○日付け労働者派遣契約と同内容で、○○株式会社は、□□株式会

社に対し、労働者派遣を行うものとする。ただし、就業の場所は、□□株式会社の

△△事業所（テレワークを実施する場合には派遣労働者の自宅）とする。 

 

○ この場合の契約の変更については、緊急の必要がある場合についてまで、事前に書面

による契約の変更を行うことを要するものではありません。 

ただし、派遣元事業主と派遣先の間で十分話し合い、合意しておくことは必要ですの

で、ご留意ください。 

 

【派遣元事業主・派遣先の皆様へ】 

問２．「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」と「派遣先が講ずべき措置に関する指

針」では、派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の就業の場所を定期的に巡回すること

とされていますが、派遣労働者が自宅等でテレワークを実施する場合にも、自宅等を巡回

する必要がありますか。 

 

○ 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣先が講ずべき措置に関する

指針」においては、派遣元事業主及び派遣先は、定期的に派遣労働者の就業場所を巡回

することとしていますが、これは、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反して

いないことを確認するためのものです。 



 

○ 派遣労働者に対して自宅等でテレワークを実施させるときは、例えば、電話やメール

等により、就業状況を確認することができる場合には、派遣労働者の自宅等まで巡回す

る必要はありません。 

 

○ 派遣元事業主と派遣先との連絡調整も的確に行うことで、派遣労働者のテレワークが

労働者派遣契約に反せず適切に実施されるよう、必要な対応をお願いします。 

 

問３．派遣労働者について自宅でのテレワークを実施するに当たって、派遣先として、自宅

の住所を把握しておきたいのだが、派遣会社から教えてもらってもいいですか。 

 

○ テレワークの実施に当たって必要な場合には、派遣先が派遣労働者の自宅の住所を把

握することは差し支えありません。 

 

○ ただし、派遣先からの求めに応じ、派遣元事業主から派遣先に対し、派遣労働者の自

宅の住所に関する情報を提供する場合には、派遣元事業主として、派遣労働者本人に使

用目的（テレワークの実施に当たって派遣先が住所を把握することが必要であり、派遣

先に提供すること）を示して同意を得ることが必要になります（※）。 

 

※ 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」において、派遣元事業主による個人

情報の使用（提供を含む）は収集目的の範囲内に限られており、派遣元事業主から派

遣先に提供できる情報は、労働者派遣法に基づいて派遣先に通知すべき事項のほか、

派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られていますが、使用目的を示して本人

の同意を得た場合はこの限りでないこととされています。 

 

○ また、派遣先として、直接派遣労働者本人から自宅の住所に関する情報を取得する場

合には、あらかじめ派遣元事業主に連絡の上、使用目的を本人に示した上で、本人の同

意を得ていただくことが必要です。 

 

○ いずれの方法においても、派遣元事業主及び派遣先の双方が、労働者派遣法や「派遣

元事業主が講ずべき措置に関する指針」、個人情報保護法の規定を遵守し、派遣労働者

の個人情報を適切に取り扱うよう、必要な対応をお願いします。 


